
１１０番は、県庁（警察本部）にあります

１１０番をかけると、警察本部通信指令課では直ちに通報の内容を警察署・交番・パトカー・白
バイ・パトロール中の警察官へ無線で指令し、犯人を検挙するため活動を開始します。

受付 指令 急行発令
通報された内容はすばやく
コンピュータで処理されます。

情報を正確に把握し現場にむかう
警察官に迅速的確な指令を行います。

事件の内容を判断し 緊急配備の発
令を行います。

通 信 指 令 課

警 察 署

航 空 隊

機 動 捜 査 隊

自 動 車 警 ら 隊

犯人検挙のための検問 発令を受けて現場に急行するパトカー



～１１０番通報の６つのポイント～

①何があったか。

（交通事故・泥棒・けんかなど）

②どこであったのか。

（○○町○○番地や目立つ建物など） （何時ごろ、今から何分前？）

③いつあったか。

（男か女か、顔、年齢、身長体格
服装、車のナンバー、
逃げた方向は？）

④犯人は。

⑤今、どうなっているか。

（被害の状況、事故の様子、けが人は？）

⑥あなたの住所・名前
電話番号。

（事件・事故との関係など）

落ち着いてね！

緊急でない事案は、
最寄りの警察署へ！

落し物・拾い物・地理案内・道路状況等の
問い合わせなど

警察相談は、
＃９１１０

(０２６－２３３－９１１０)


